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平成２４年第２回北海道議会定例会 予算特別委員会 開催状況（総合政策部所管） 
 

 開催年月日 平成２４年７月３日 
質 問 者 民主党・道民連合 高橋  亨 委員 

 

 
質  問  要  旨 

 
答  弁  要  旨 

 
一 ＨＡＣに関わる諸問題について 
（一）航空ネットワークについて 
 １（欠） 
 ２北海道航空ネットワークの位置づけについて 
 経営改革委員会の報告案では、ＨＡＣが都市間航空路線
で果たしている役割につきまして、「札幌圏の医師の派遣、
通院など医療面やビジネス、観光など地域・経済振興に一
定の役割を果たしている。」というふうに報告書には書かれ
ております。本会議の答弁は、「都市間は採算性・代替性か
ら路線の休止を判断した。」というふうに言われております
。 
 いったい、北海道の航空ネットワークとは何なのかとい
うことでございまして、これまでの道内航空ネットワーク
に関わる計画の根幹となります都市間輸送の目的は、この
時点ではもう損なわれてきていると、全く違ったものにな
ってしまったと言わざるを得ないと思いますが、総合政策
としての今後の道内航空ネットワークの進むべき方向を示
していただきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
〈指摘〉 
  今のようなご答弁をいただくとしましたら、少なくとも
最近作られました「北海道交通ネットワーク総合ビジョン
」や「道内空港活性化ビジョン」を現実の事象に合わせて
見直す必要があるのではないのかと思うわけでございまし
て、未来の図面を描くことなく、目の前の事象だけにお向
きになっていくことはあってはいけないと思うわけでござ
いまして、未来を示すことは道政にとっても使命でもあり
ますし、道民への責務だと思っておりますので、このこと
については指摘をさせていただきたいと思います。 
  
（二）地域等の意向について 
 １ 関係自治体への対応について 
 ６月１３日付けで、北見市長、網走市長、美幌町長、大空
町長からですね、「ＨＡＣ経営改革案に係る意見について」と
いう要請書が改めて道に提出をされました。 
 そして、知事は本会議におきましても、地域の声の大切さを
ですね、きちっと明言をされたわけでございますけれども、改革
案を打診した際に出されました各自治体からの意見や要望へ
のフォロー、そしてこの度、昨日も女満別空港関係の２市２町
の首長が改めて知事に申し入れたようですが、ＨＡＣ検討委
員会に提出された意見、及び３項目の要請書にどのように対
処されるのかお聞きをしたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈指摘〉 
 昨日はですね、知事も２市２町の首長さんに時間の問題も
含めてお答えしたようでございますけれども、いずれにしても、
それぞれのですね、自治体の方々が納得している話ではない
わけでして、諸手を挙げて賛成というわけでないわけで、やっぱ
りきちっとですね、これを実施していくためには私たちにとれば
ですね、やっぱり関係自治体の皆様がどういうふうに受け止め
ているかというのは私たちの判断の大きなファクターであるわけ
ですから、道がこの計画を進めたいと思えばですね、やっぱり
その辺の努力をしていただきたいというふうに思うわけでござい
ます。 

 
 
 
 
 [新幹線・交通企画局長] 
 道内航空ネットワークについてありますが、広域分散
型の地域構造を有する北海道におきましては、道民生活
の基盤や産業振興のインフラとして、航空機をはじめ、
鉄道、バス、自動車、船舶などが相互に連携・補完し、
全体としての交通ネットワークを確保していくことが重
要であります。 
 こうした総合交通体系の中で、都市間航空路線は、高
規格幹線道路や鉄道などとともに、幹線交通の手段とし
て、また、離島航空路線はバスやフェリーなどとともに
、地域交通の手段として重要な役割を果たしております
。 
 航空路線につきましては、取り巻く環境が大きく変化
している今日、大手航空会社によります増便や減便、路
線の見直しが行われておりますが、そうした中で、他社
とＨＡＣとの全体で、現状の道内航空ネットワークの維
持が図られる必要があるものと考えております。 
 いずれにいたしましても、道といたしましては、今後
とも、国や市町村、交通事業者などと連携し、陸・海・
空それぞれの交通機関の特長を活かしながら、総合的な
交通ネットワークの形成が図られるよう、取り組んでま
いりたいと考えております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [政策局長] 
 関係自治体への対応についてでございます。経営検討委
員会の検討に当たりましては、５月１１日に第１回委員会を
開催以来、関係自治体の皆様に、開催状況について、逐次、ご
報告申し上げるとともに、直接現地へ出向きご説明しながら進め
てきたところでございます。 
 女満別空港周辺の２市２町からいただいたご意見のうち、
先ず、再開に向けた考え方につきましては、「他社が撤退した
場合などにおいて、ＨＡＣが他路線からの振り替えなどを検
討できるよう、収益性の大幅改善に向け、徹底した努力を続け
る必要がある」こと、休止に伴う影響につきましては、「他社へ
の働きかけなど､可能な限りの対応を行う必要がある」ことを、
それぞれ、経営検討委員会の改革案の中に盛り込んだところ
でございます。 
 また、ＨＡＣの早期経営安定化を図るため、道としては、改
革が確実に進められるよう、必要な支援策を講じて参りたいと
考えているところでございます。 
 いずれにいたしましても、休止の考え方をはじめＨＡＣの経
営改革の必要性や緊急性などにつきまして、各自治体などのご
理解が得られるよう、引き続き、丁寧な説明を行っていくとともに、
影響緩和に向け、道としてもしっかりと取り組んで参りたいと考
えております。 
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質  問  要  旨 

 
答  弁  要  旨 

 
（二）地域等の意向について 
 ２ 関係団体への対応 
 先日、道の医師会から知事に要望書が提出されたという
ことです。 
 「丘珠空港から道内各地への医師派遣など、地域医療の
確保に貢献をしているということで、路線の維持を強く要
望する。」という主旨だったというふうに思いますけれども
、これにはどのようにお答えになるのかお聞きをしたいと
思います。 
 
 
 
 
 
〈指摘〉 
 先ほどの自治体もですね、とりわけ女満別線の関係で言
えば、午前中にですね、早い便で来なければ午前中から診
療ができないという状況もあるわけでして、今回の医師会
のやつも当然同じような意味合いだと思っているのですけ
れども、お答えは代替性・補完性があるから今のところは
これでいきたいというようなことかなというふうに思って
いますが、そうではなくですね、なるべくその対応に沿っ
た形をですね、作ってあげるべきだということをまずは言
っておかなければならないなというふうに思っております
。 
 
（三）運航路線の検討について 
 １ 休止の判断と搭乗率分岐点について 
 監査法人の調査によりますと、釧路線の搭乗率は４６．
６％ということでございまして、女満別線の搭乗率は４４
．２％、これ当時の話でございますけれども、釧路線につ
きましては搭乗率が低いことからですね、今後の休止も視
野に入るとの認識を示されましたけれども、休止を判断す
る搭乗率の分岐点はどのように考えられているのかお聞き
をしたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈指摘〉 
 今お話があったようにですね、そうは言いつつも大きな
ウェートを占めるということですから、そうなってくると
ですね、釧路の方とすれば女満別で44.2％というのはある
意味で自分たちのですね、搭乗率がこのラインを割ればそ
このところに入る恐れがあるという心配をしなければなら
ないわけでございますから、様々なファクターがあるのだ
とすれば、それはやっぱりきちっとですね、相手側、自治
体にもきちっと伝えてですね、そしてまた自治体側も搭乗
の努力もしてもらうということもしなければなりませんけ
れども、お互いの中で確保していくということが必要だと
思いますので、単にですね、搭乗率だけで切るというわけ
でじゃないということを改めてお聞きをしましたので、そ
れはそれでお願いしたいと思います。 

 
 
 [政策局長] 
 北海道医師会からの要望についてでございますが、Ｈ
ＡＣは、札幌圏の医師派遣、通院など医療面で一定の役割
を果たしており、離島路線をはじめ都市間路線の維持にも
努めるものの、昨年のような欠航の多発を防ぎ、収益構造の改
善を急ぐためには、機材代替性の確保と収益の改善という
観点から、 路線の休止を検討せざるを得ないところでご
ざいます。 
 そのような中、休止を検討する女満別線におきましては、
他社が新千歳空港より１日６便就航しており、他社による
一定の補完性が見込まれると考えております。休止に伴う影響
につきましては、できる限りの対応を行って参りたいと考え
ておるところでございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [政策局参事] 
  路線の休止についてでございますけれども、ＨＡＣの
経営におきまして、営業費の大半を占める固定費を便数で
すとか飛行時間に応じて各路線に割り振りすることとな
りまして、便数や路線を減らしすぎますと残った路線に過
大な固定費が配分されることになりまして、結果として収
益性が損なわれる場合があるということになります。 
 このため、運航路線の検討に当たりましては、全体とし
て収益を確保する最適な路線の組み合わせとすることが
必要となるところでございます。 
 こうした観点から、釧路線のように現状では利用率が採
算ラインに達していなくても、全体として収益を確保する
「最適化」を実現するために、運航を継続するべき場合も
ございますが、利用率の大幅な低下ですとか、他社の増便
・参入など大きな環境変化があった場合には、その状況全
体を考慮しまして、減便や休止といった対応を検討するこ
ともあり得るものと考えてございます。 
 従って、ある路線が、会社全体、路線全体での損益分岐
点の利用率に達しているか否かということは、路線の収益
性を見極める重要な指標であるものの、必ずしもそれだけが
路線の休止を判断する尺度にはなっていないところでご
ざいます。 
 
 
 

 
（三）運航路線の検討について 
 ２ 函館線増便の効果について 
 函館便の１便増便につきまして、その効果をですね、監
査法人におきましては、収入が増加をするというふうな評
価しているわけでありますが、私はですね、１便増やして
も乗客が分散されるだけではないかなと思っているわけで
ございまして、比較的に便数が混んでいない午前中の増便
、これはですね、乗客を分散確保は出来るというふうに思
いますけれども、一便増便した結果、どの程度のですね、 

 
 
 [政策局参事] 
 函館線の増便についてでございますけれども、監査法
人では、函館-丘珠線については、他の交通機関に比べま
して、所要時間に優位性を有しており、収益力が更に高ま
る可能性がある、と評価しているところでございます。 
 こうしたことから、監査法人の報告書では、函館-丘珠
線を通年１日６便とした場合、旭川線、女満別便を休止し
､函館便が５便のケースと比較しまして、利用率は、全 
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搭乗率とですね、収益を見込んでおられるのか、これをお
聞きしたいと思います。 
 
〈指摘〉 
 ５便もですね、６便もですね、利用率が変わらなくて全
体で収益が上がるとすればですね、わざわざ三沢線を開通
しなくても、函館便７便にすればいいのかもしれないとい
う計算でありますから、必ずしも先ほど言ったようにそう
ではないだろうというふうに思ってわけでございます。 

 
体で６１．５％と変わらず、営業損益については９，３０
０万円改善が図られる、としているところでございます。 
 

 
（三）運航路線の検討について 
 ３ 三沢線について 
 以前、ＪＡＬが新千歳と三沢線を撤退した理由、これに
ついてお聞きをしたいと思います。 
 
 

 
 
 [政策局参事] 
 三沢線についてでございますけれども、監査法人の報
告書では、三沢線について「ＪＡＬが１３０～１６０席
の機材で当時就航していましたが、利用率が４０％を切
るようになり撤退した。」というふうにされているところ
でございます。 

 
（三）運航路線の検討について 
 ３再：黒字見込みの根拠について 
 今回はですね、道内各線とのアクセスが非常に悪いとい
っていいだろうと思いますが、丘珠空港との就航でありま
して、収入が増加すると判断されたわけでございますけれ
ども、黒字になるという見込みが果たしてあるのかどうな
のかと。やってみなければ判らないというのではですね、
これはちょっとまずいわけでございまして、その根拠をで
すね、お示しいただきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈指摘〉 
 三沢にしてもですね、空港から就航便が多ければ多いほ
ど良いわけですから、それはいくらでもお願いしたいお願
いしたいという話にはなると思うですけども、そのことが
先ほど言ったようにですね、単なる皮算用であってはなら
ないと思いますし、より慎重にですね、調査を行っていた
だきたいというふうに思います。 

 
 
 [政策局長] 
  三沢線の利用見込みなどについてでございますが、監
査法人の報告では、三沢線につきまして「ＪＡＬが撤退
した平成１９年１０月におきましても１日１便での旅客
需要は４０人前後あり、ＨＡＣが使用する３６人乗りの
ＳＡＡＢの規模を考えると大きな収益改善の手法の一つ
となり得る」とされております。 
 また、丘珠空港の丘珠線につきまして、三沢空港振興
会が、三沢市と周辺地域に所在する事業所に対して行っ
た「三沢空港需要等調査報告書」を下に、「就航希望路線
の8位に位置しており、他の地方航空路線に比べて就航を
希望する企業が多く、札幌への潜在的需要は十分あると
考える。」、加えて、「新千歳空港が運休している現在、丘
珠線が就航した場合、新千歳線の需要を丘珠線が吸収す
る可能性もあると考えられる。」としているところでござ
います。 
 こうした報告内容に加えまして、三沢市からは、近年
、路線開設などについて要請がなされているところでも
ございまして、経営検討委員会としても、路線開設の検
討を行うべきとしているところでございます。 
 

 
（四）離島路線の検討について 
 １ 他県の離島支援状況について 
 離島路線について、お聞きをしたいと思いますけれども
、離島路線をですね、持ち合わせています他の都県の運行
委託の内容と離島への支援策について示していただきたい
と思います。 
 
 

 
 
 [政策局参事] 
 他の都県におけます離島支援策などについてでござい
ますが、国との協調補助であります離島航空路維持対策
事業補助は、平成２４年度においては、４つの都県で予
算計上されており、その内訳につきましては、東京都が
、４路線に対しまして、１億３千６０万円、島根県が、
１路線で、１５０万円、長崎県が、３路線で、１億２，
５９８万円、沖縄県が、４路線で、７，９５３万円、と
なっているところでございます。 

 
（四）離島路線の検討について 
 ２ 他社委託の試算について 
 そういうことになりますと、国との協調補助を含めても
、北海道は３億円をですね、当初から言っておりますから
、北海道というのは非常にですね、支援が厚いというふう
に受け止めるわけでございまして、他の県をみるとですね
、多くても長崎県の３路線、１億２，５００万、東京が４
路線、１億３千万ということですから、これはちょっとや
っぱり破格かなという気がいたすわけでございますけれど
も、この間ずっとですね、離島のみに特化して委託した場
合のですね、５億円というのがですね、多くの方々にそん
なにお金がかかるのかなという思いをされてるわけでござ
は、監査法人は３億円という話をしておりますけれども、
これはですね、国が二分の一、道が二分の一でありまして
、道の持ち出しは半分の１億５千万ということになるので
あろうというふうに思っております。 

 
 
 [政策局長] 
  離島に特化した場合の道の負担についてでございます
けれども、監査法人の損益シミュレーションでは、離島
に特化し、他社に委託した場合の現行制度による離島補
助金は、委員ご指摘のとおり、2億9,600万～3億1,000万
となり、このうち、道負担はその2分の1の、1億4,800万
～1億5,500万になるとされております。 
 その上で、営業損益は、２億円～１億8,000万円のマイ
ナスとなりまして、全額を道が負担するとした場合、既
存の離島補助金の道負担と合わせると、毎年3億4,800万
～3億4,300万の補助が必要となります。 
仮に、道と町と事業者が、それぞれ負担する現行の欠損
補助制度を前提としますと、これよりも道の負担は少な
くなりますが、一方で、町及びＨＡＣの負担は大きくな
るところでございます。 
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 また、赤字分でございますいわゆる欠損補助ですが、道
が全額負担する場合は２億円ですけれども、赤字欠損補助
を現行のままで考えていきますと、道が３分の１、就航自
治体が３分の１、運行会社が３分の１で、道がですね、HA
Cの分を引き受けたにしても、３分の２の負担でありまして
、２億円の３分の２は１億３２００万でございまして、先
ほどの１億５千万と合わせても、２億８千万であるという
ふうに認識しておりますけれども、離島維持に関わり他社
に委託した場合の道の負担はどの程度になるのか試算を明
らかにしていただきたいと思います。 
 
〈指摘〉 
 道の負担は少なくなる、しかし一方で町やHACの負担は大
きくなると言ってますけれども、私がさっき言ったのはHA
Cの分も全部引き受けても、３分の２ですよねという話なん
ですね。ですから、HACの負担はなくなるのですよね。町の
方の負担はこれからどうするかというのはお互い話し合い
をしていかなければならないというふうに思いますが、い
ずれにしても５億円というのが一人歩きしているのではな
くて、少なくともですね、先ほどお話しした２億８千万か
らですね、３億くらいの間の中でですね、推移をしていく
ものだろうと思っているわけでございまして、この試算が
ですね、どうもその皆さんがずっと言っている監査法人の
シミュレーションが一人歩きしておりまして、私たちも判
断するばあいですね、５億はちょっときついなと。しかし
、２億５千万から３億の間ならば、これはそうしたら、と
いう考えになるわけで、きちっとですね、明確にそのこと
を伝えていただかなければ判断ができないというふうに思
いますので、そのことを指摘をしておきたいというふうに
思うわけでございます。 

 
 この分につきまして、委員のご指摘にありますように
、 さらに、監査法人では、これに加え、一定の利益の
上乗せ補助が求められるとしているところでございます
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（四）離島路線の検討について 
 ３ 委託化に関わる条件について 
 道はこの間、委託化に関わって他社へ打診いたしました
。ＡＮＡグループからは、「奥尻路線の運航は、機材の事情
から無理である。難しい。」と言われておりますし、またＪ
ＡＬグループからは、「委託の意思がなければ検討できな
い」ことを言われている訳でございますけれども。 
 例えば、公営交通を委託化、民営化したということをこ
とを例にとれば、どこの自治体もそういう状況でございま
すけれども、機材や資産、これは委託相手に無償で譲渡す
るのは当然でございまして、委託相手が希望すれば時には
技術者なども提供することがある訳でございます。 
 これまで行われましたＪＡＬやＡＮＡへの委託の打診で
は、それら委託化に関わる条件や内容について話されたの
かお聞きします。 
 
〈指摘〉 
 結果ですね、委託の話をしたときは、「やってもらえるか
い。」、「だめ。」、「ああ、そうですか。」で終わっている訳だ
よ、これ。 
 これは中身に踏み込んだ話になかなかなっていない訳で
ございまして、先程言ったように、例えば機材、これはＳ
ＡＡＢも全部、道で持ってもどうしようがない訳ですので
、やる。ＨＡＣでもってもどうしようもないので、やりま
すよ。そしてパイロットも全部付けてやりますよ。整備も
そうですよ。そういったことをきちんと話をしていくこと
が、これは検討するかしないかといった中身に入っていく
ことになりまして、まだまだのやりとりだけで、言葉悪い
ですけど「子どもの使い」ということにしかならない訳で
ございますけれども。 
 これはＪＡＬグループは委託の意思が決定されなければ
ということでございますけれども、じゃあ意思決定すれば
受けるということなのか、どうなのかね。そういうことで
なければ、道だって、ＨＡＣだって意思決定をできる訳で
はないことでございまして、行政としても大きな判断材料
でございますから、もう少し、具体的に話を詰めるべきだ
と思います。その点は指摘しておきたいというふうに思い
ます。 

 
 
[政策局長] 
  離島運航に関わる他社への確認についてでございます
が、先程委員の方からご指摘があったとおり、ＪＡＬグ
ループからは、「委託の意思が決定されていない時点で
は検討できない」、 との回答、ＡＮＡグループからは、
「奥尻路線の運航は、機材の事情から無理である」、との
回答を頂いているところでございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（五）中長期の課題について 
 １ 機材更新の検討時期について 
 次に、機材の更新時期の検討状況でございますけれども
、 

 
 
 [政策局長] 
  他社から後継機についての情報がなかなか得られない 
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今回はＨＡＣの問題、改革案について触れられていない２
つの問題を強く私自身懸念している訳でございまして。 
 一つは、ＨＡＣの職員におけるモチベーションの問題で
あります。知事は、ＨＡＣに対しまして、徹底的に無駄を
省いて、収益向上に向けた努力をさせることを明言してお
ります。道も、キャビンアテンダントを例に出して、フラ
イトの後に地上業務や総務業務も行っていると話をされて
おります。企業の業績が悪ければ、当然のことながら歳出
削減を図るのは当たり前の話でございます。そして、非常
に厳しい経営状況にあるＨＡＣにおいても、給与を削減さ
れるだけではなくて、賞与も支給されていないというふう
にお聞きをしているところでございます。 
 一方、ＪＡＬから出向されている社長、さらには取締役
などは、それらの給与はＪＡＬ在籍中と同様の額でありま
して、ＨＡＣがこれを支払っている訳でございます。この
夏の賞与も２か月分というふうに聞いている訳でございま
す。この度の経営の行き詰まりの責任を持たなければなら
ない経営陣が、給与や賞与の削減もなく、都合が悪くなれ
ばＪＡＬに戻る。懸命に努力している職員だけが給与など
を削減されている構図、これは社内の士気にどのように影
響を及ぼすのだろうか、というふうに思う訳でございます
。さらに、操縦士、副操縦士、整備士などは業界最低の賃
金構造でございまして、例えば、日本航空でありますと、
ＪＡＬですが、機長は１００万円、副操縦士は７０万円、
整備士は５５万円です。そしてＪＡＬの子会社であります
、ＪＡＣととってもいいでしょう、機長は８０～１２０万
円、副操縦士は６０～１００万円、整備士は５０～７０万
円です。これＬＣＣ、“ピーチ、エアアジア、ジェットスタ
ー”ですが、これは、機長は９０万円、副操縦士は６０万
円、整備士は５０万円。そして北海道エアシステムは、機
長は６０万円、副操縦士は４０万円、整備士が４０万円で
ございまして、機長を見ても、ＬＣＣのピーチから見て、
３分の２の給料と言うことになりますし、ＪＡＣから見て
も半分程度の給料となっている訳でございます。 
 そういうことで賃金構造が非常に悪い状況になっており
ますけれども、これは昨年からの経営不振で、運航に関係
する職員の動揺も非常に広がっている訳でございまして、
先行き不安なＨＡＣよりも急成長が見込まれて、路線が拡
大し華々しいＬＣＣの人員募集などが大変気になっている
ということでございます。人材が流失してしまうかもしれ
ないという状況にある訳でございまして、これは訓練費や
資格維持に大きなコストがかかる整備士や運行乗務員、パ
イロット、これが辞めていくことほど無駄なことはない訳
でございまして、また、この度のように財政支援を行った
としても、結果人手不足になってしまって、安全に影響が
出たり、欠航するのでは全く意味がない訳でございます。
経費の削減も大事でございますけれども、特に、安全に直
接関与する部門の待遇はしっかり考慮されなければならな
いのではないかなというふうに思う訳でございます。 
 今ひとつの懸念は、これも前々から指摘しておりますけ
れども、ＨＡＣが使用するＳＡＡＢの後継機でございます
。ＳＡＡＢの後の機材をどうするのかということでござい
ます。整備委託をしているＪＡＣの後継機がどれになるか
非常に大きな影響を与えることになりますけれども、これ
までずっと担当部に早い段階で情報を得るように指摘をし
てまいりましたけれども、未だ雲の中というふうになって
いる訳でございまして。企業秘密であることも理解をいた
しますけれども、ＪＡＣが後継機について、なかなかその
情報を伝えてくれない理由は何なのかお聞きしたいと思い
ます。 

 
ことについてでございますけれども、一般的に航空会社
は機種が特定されることにより、航続距離、乗客数など
の情報が明らかになり、同業他社に次期の路線計画とい
うのが明らかになってしまうことがございます。 
 また、代替時期が特定されることによりまして、次の
営業戦略の概要が明らかになってしまうことから、後継
機材の機種に係る情報、代替時期に係る情報というのは
、航空会社の中でも機密性の高い情報であり、入手する
ことは、極めて困難だというふうに聞いております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（五）－ 1－ 再 
 だとすると、これから以降、後継機どのようになってい
くのかお聞きをしても、ＪＡＣの方ではそのことについて
のお答えはないというふうになる訳でございます。少なく
てもＪＡＣが後継機に変換をする寸前までは。後継機のこ
とをお話しすると、それは戦略が見え見えとなってしまう
、それが航空業界の常識のようでございますから、そうな
ると言わない。何人乗りになるか、どういう機資材になる
か、そして就航地の滑走路はどうなのか、どこに飛ばそう
としているのか、それぞれのことがわかる訳で、なかなか
それのお答えは言わないということであれば、ＨＡＣにし
ても後継機について検討すると言っても、ギリギリでない
とわ 

 
 [政策局長] 
  監査法人は、機材更新の前提となるＪＡＣのＳＡＡＢ
機の使用について、少なくても５年程度は使用続ける可
能性が高いとしていますが、現在、ＪＡＣに対して、整
備を委託しているという取引関係にございますことから
、ＨＡＣとしては、常にＪＡＣの動向をその信頼関係の
中から確認しながら、更新の動きに対して的確な対応が
図れるよう、早い時期から検討に取りかかるべきだと考
えているところでございます。 
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からない状況ということだろうと思うのですよね。そうい
うことをはっきりしていただきたいなというふうに思いま
す。どうですか。 
 
〈指摘〉 
 希望的観測として、ＨＡＣとしても早く早くというのは
、それはわかりますけれども。 
 結果的にそういう状況にないというのが今の航空業界の
常識だといわれるのであれば、それはこの間ずっと言って
きておりますけれども、ＨＡＣはＪＡＣについて行かなけ
ればならないということで、後継機の問題についてもそう
いうことであって、ＪＡＣが決定をしない限り、公表をし
ない限り、決定をして全体に公表しない限り、これは公表
数は別にしながらも、そうでなければ情報は得られないと
いうことなんだろう。それと中長期な構想にもかなり大き
な影響をきたすのでないかなと思う訳でございます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ２ 中長期構想の検討部署について 
 それから、ＪＡＣがＳＡＡＢから別の後継機に変換した
場合、私の情報では２０１６年から変えていくというふう
に聞いている訳でございますけれども。 
 今までＪＡＣに依存していたＳＡＡＢ機用のフライトシ
ミュレーターを独自でＨＡＣが用意しなければならないわ
けでございまして、操縦士はご存じのとおり年２回、副操
縦士は年１回、フライトシミュレーターによる訓練と審査
を受けなければ乗務資格がなくなる訳でございます。この
フライトシミュレーターは、仮にＪＡＣから譲渡してもら
っても、専用の建物・空調設備・常駐のメンテナンス要員
が必要となる訳でございまして、維持費に年間１～２億円
の費用が必要とも言われています。また、フライトシミュ
レーターの設置に関わる建設費も発生するということでご
ざいます。このことは、今後のＨＡＣの運営にも大きな影
響を来すものでございまして、お考えのように、今後、Ｓ
ＡＡＢを長期間使用することは先程の話を含めて、現実的
ではないということは明らかだろうというふうに思う訳で
ございます。 
 これらのことを考えますと、今回の改革案や支援計画につい
ては、平成２６年度までの三カ年計画となっている訳でござい
ますけれども、中長期的展望なしに、まったくＨＡＣの存
続など見えてこないということであります。三年というの
は長いようで短い期間であり、もうすぐにでも中・長期の
構想に着手しなければならないというふうに思う訳でござ
いますけれども、その検討は、当然のことながら、ＨＡＣの
存廃も含めてであることは論を待たないというふうに思います
。 
 そこで、この中・長期構想の検討は何処の部署が担うこ
とになるのかお聞きをしたい思います。 

 
 [総合政策部長] 
 ＨＡＣの中長期の構想についてでございますけれども、ＨＡ
Ｃにおきましては、まず、経営改革期間に確実にこの改革
を実行いたしまして、収益構造の改善を急ぎ、そして経営
を安定化させることが重要と考えておりますが、そういっ
た趣旨で、経営検討委員会の改革案におきましては、こう
した改革の方向と併せまして、離島航空路線の維持、機材
の効率的活用、そして運航・整備体制の確保などの中長期
的視点に立った経営上の諸課題についての対応も必要で
あるとしたところでございます。 
 これらにつきましては、将来の検討課題とすることなく、あら
かじめ検討を行う必要があると考えておりまして、ＨＡＣが経
営改革を確実に進められますように、所管の建設部にお
いて、適切に対応していくこととしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（五）－ ２－ 再 
 今、部長からお答えをいただきましたけれどもですね、
これは昨日の石塚委員の質疑の中で、所管の問題は様々議
論があったようでございます。これは知事総括にもあげら
れる予定のようでございますから、当然明日、知事はです
ね、所管部についてのですね、事務分掌の変更についてた
ぶんご答弁になるのではないかなという気がしているわけ
でございまして、そうなるとですね、総合政策部がですね
、受け持つ形になると思いますが、経営検討委員会につい
てはですね、この計画についてチェックを入れていくと。
きちっとですね。そういう任務をこれからこの計画ができ
た後は、その任務だけだというふうにされてるわけでござ
います。そうするとですね、建設部が受け持つか、総合政
策部が受け持つかは別にしてもですね、この中長期的なや
つをですね、通常業務の範囲で行うということはいかがな
ものかなというふうに思うわけでございます。これだけ大
事な議論をずっと積み重ねてきたわけですから、中長期の
構想というのは非常に大事になってくるわけでございます
。 
 従ってですね、私は所管が建設部のままでいくか、総合
政策部に変わるか、わかりませんけれども、その部の中で
ですね、やっぱりそのプロジェクトなり特命のですね、部
署をきちっと設けて、この中長期の構想について、十分に
ですね、検討していくという体制をつくるべきだと思いま
すけれども、ご見解をお聞きしたいと思います。 

 
[総合政策部長] 
 中長期の構想についてでございますが、経営検討委員
会の改革案では、先ほども申し上げたとおりでございま
すけれども、離島航空路線の維持を基本といたしまして
、機材の効率的活用でありますとか、運航・整備体制の
確保といった中長期的視点に立った経営上の諸課題につ
いて、対応が必要としたところでございます。 
 これらについては、あらかじめ検討を行う必要がある
ということで考えております。そういう意味で、ＨＡＣ
が経営改革を確実に進められますように、所管の建設部
を中心といたしまして、様々な形で適切に対応していく
こととしております。 
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〈指摘〉 
 私はですね、所管が建設部であろうが、総合政策部にな
ろうが、今回の大きな問題ですから、それも短期間で結論
を出していかなければならない話ですから、中長期の問題
については、やっぱりその中にですね、組織を作って集中
的にその問題について取り組んでいくべきだというふうに
話しているのですね。 
 しかし、様々なことを通じながらと明言は避けているよ
うでございますけれども、通常業務にですね、毛の生えた
程度の話でやる問題ではないというふうに思っております
ので、ぜひですね、集中的にやれる組織をですね、どの部
が担うかは別にしましてもですね、作ってやるべきだとい
うふうに思っておりますので、このことは指摘をしておき
たいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（六）ＨＡＣの進むべき方向について 
 道が財政支援をしている三カ年の間、いわゆるですね、
まだ体力がある内にＳＡＡＢ３機をですね、無償譲渡しま
して、乗務員と整備士を引き渡して、搭乗率保障を付けさ
えすれば明日からでもＪＡＣで運行できるものというふう
に思うわけでございます。 
 赤字の補填は委託会社であろうがＨＡＣであろうが同じ
支出となるわけでございますし、人件費や航空機の維持費
などの固定経費はかかりません。フライトシミュレーター
の導入や維持費、そして将来の後継機、SAABの次の機種の
問題もですね、心配がないわけであります。 
 ＨＡＣは北海道に拠点を持たないですね、ＪＡＣに対し
て、発券業務や丘珠～函館線、離島航路のですね、運行支
援、さらには旅客・手荷物のハンドリング業務などのです
ね、地上業務の他に、キャビンアテンダントなどのですね
、派遣を行う地上支援会社として存続させて、将来は道内
各空港の運営会社に地上業務を担う、それぞれの空港会社
のですね、これ付随業務でございますが、これらの地上業
務を担うまで発展をさせるということも視野に入れてはど
うなのだろうかなというふうに思うわけであります。 
 これがですね、やっぱり離島、さらにはですね、医療の
公共性を確保してですね、税の投入を最小限としながら道
内航空ネットワークの維持という事業性も考慮したＨＡＣ
の現実的な対処であると思ってますし、将来を考えてもで
すね、これ以外の手段はなかなか考えれないなというふう
に思うわけでございます。 
 この計画実施中の三カ年で検討されると先ほど申し上げ
ましたけれども、今、私が申し上げました委託化、そして
また、HACのですね、地上業務専門の会社も含めてですね、
検討の中身でそれぞれ私の意見などもですね、検討される
のかどうなのか、ご見解をお聞きしたいと思います。 
 
〈指摘〉 
 部長からご答弁ありましたけれども、当面はＨＡＣでや
っていくことについてはですね、それは今の時点ではこれ
はいたしかたがないなと私たちも思っているわけでござい
ますけれども、中長期的なことを考えていけばですね、や
はり大きな判断も必要となってくるだろうと思うわけでご
ざいまして、これは委託の問題についても、先程指摘しま
したけれども、委託できますか、はいできませんではなく
て、具体的な中身をきちっと詰めていくことがですね、大
事だろうというふうに思っているわけでございます。そう
いうようなことも含めて様々な形をですね、検討していた
だきたい。委託化することによって、道のですね、肩の荷
もだいぶ違ってくるのではないかな、それでいてちゃんと
きちんと離島路線やですね、都市間のですね、航空路線は
維持をされていくということを考えていくとですね、先程
、私が言いました、私の考え方の一つでございますけれど
も、やっぱりそのことも含めて検討していただきたいとい
うふうに思っています。 
 ＨＡＣは今ですね、運行については、これはＪＡＣので
すね、お世話になって、そしてその運営については、道の
お世話になっているわけですね。道と言っていいのか、全
体ですけれどもね、支援している方々いらっしゃるわけで
すから。どちらにしてもですね、これはＪＡＣとですね、
道という生命維持装置があって、はじめて生きていってい
るわけで、自力では生きていけない、そういう状況になっ
ているというふうに思っているわけでございまして、改革 

 
 [総合政策部長] 
 ＨＡＣの経営改革についてでございますが、経営検討委
員会におきましては、事業性につきまして、専門的知識を
有する監査法人からの報告を基本に検討を行いますととも
に、公共性についても検討いたしまして、離島路線につい
ては、住民生活の足となり、また、産業を支えるなど高い
公共性を有しておりまして、その維持が必要であること、
また、現時点では他社に委託することが困難な状況にあり
、ＨＡＣが主体となった方が公共負担も少なくなること、
さらに、ＨＡＣが離島路線と都市間路線とを一体的に運航し
た方が全体としての収益性を改善できるということから、
路線の再編などによる経営改革の実行を前提といたしま
して、ＨＡＣが事業を継続していく必要がある、としたと
ころでございまして、ＨＡＣにおきましては、こうした
方向に沿って改革を進めることが何より重要と考えてお
ります。 
 只今、委員から具体的なケースにつきましてご提言が
ございましたが、持続的な経営に向けましては、中長期
的な課題について様々なケースを想定していくことも求
められるものと考えております。 
 いずれにいたしましても、ＨＡＣが３年の経営改革期間
におきまして、確実に改革を進めることを通じて収益構造を
改善し、自立的な経営基盤を確立していくことができますよ
うに、道として必要な支援を行って参りたいと考えており
ます。 
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案という手術を行ってもですね、回復がなかなか見込めな
いということで、まさしく近親者がですね、今後の行く末
を話し合わなければならないという、こういう時期だろう
というふうに思っているわけでございまして、早い段階で
ですね、先程申し上げましたどちらの部が所管になるかわ
かりませんけれども、集中的に議論するですね、組織をつ
くりあげていただいて、ＨＡＣということだけではなくて
、道内の航空ネットワーク、これの維持についてですね、
十分検討していただいて、誤った方向性の結論だけは出さ
ないということをお願いします。というような様々なこと
を、改めて知事にお聞きしたいと思いますので、知事総括
にすることを、委員長、宜しくお取り計らいをお願いした
いと思います。 

 

 


